
衛生管理者資格認定等事務取扱要領 

 

（制  定：昭和３７年９月２９日員厚第２２１号） 

（最終改正：令和８年５月１８日国海員第 ６５ 号） 

 

 

衛生管理者の資格の認定等に係る事務については、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関す

る省令（昭和 37年運輸省令第 43号。以下「省令」という。）に定めるほか、この要領に定めると

ころによる。 

 

第一 資格の認定 

一 窓口における認定申請の受理 

１ 受理窓口 

認定申請は、地方運輸局の本局（神戸運輸監理部及び沖縄総合事務局を含む。以下「本

局」という。）、運輸支局及び海事事務所で受理することができる。 

２ 申請書の受理 

受理窓口は、次の事項に留意して受理しなければならない。 

(1) 次に掲げる提出書類がそろっていること。 

① 衛生管理者資格認定申請書（省令第 1号様式） 

② 船員手帳又は次のいずれかに掲げる書類（旧姓の併記を希望する場合は、当該旧姓

 が確認できるものに限る。） 

(ｉ) 戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書 

(ⅱ) 本籍の記載がある住民票の写し（申請の日前１年以内に作成されたものに限る。） 

(ⅲ) 旅券 

(ⅳ) 在留カード 

(ⅴ) 特別永住者証明書 

(ⅵ) 氏名、国籍及び生年月日を証する書類であって権限のある機関が発行したもの 

③ 省令第 12条第１号から第９号までのいずれかに該当することを証する次のいずれか

の書類 

(ｉ) 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、准看護師又は外国で

取得した医師の免許証 

(ⅱ) 医学士、歯学士、薬学士若しくは衛生看護学士の学位記又は学位証明書 

(ⅲ) 医学、歯学その他の保健衛生に関する旧専門学校令（明治 36 年勅令第 61号）に基

づく旧専門学校卒業者の卒業証書又は卒業証明書 

(ⅳ) 労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57 号）の規定による衛生管理者の資格を有する

者で、船舶に乗り組んで２年以上船内の衛生管理に関する業務に従事した経験を有す

るものは次に掲げる書類 

ア 労働安全衛生法に基づく衛生管理者資格証明書 

イ 船員手帳又は乗船履歴を証明する書類 

(ⅴ) 衛生管理者として必要な知識及び技能に関する講習であって国土交通大臣の登録



を受けたもの（以下「登録講習」という。）の課程を修了したことを証する修了証明

書 

 (ⅳ) 衛生管理者同等認定校において船舶衛生に関する教科目を履修したことを証明する

書類 

(ⅶ) 省令第 12条第 9号に基づく同等以上の能力を有すると認めるための講習（以下「同

等講習」という）の課程を修了したことを証する修了証明書 

(ⅷ) 海上保安学校本科船舶運航システム課程主計コース又は一般課程主計コースの卒業

証書又は卒業証明書 

(ⅸ) STCW条約附属書第 6/4規則 2に基づく Medical Care 資格受有者を対象とする保健

指導及び労働衛生法規に係る講習の修了証 

    ④ 申請の日前６月以内に撮影した自己の写真（縦４・５センチメートル、横３・５セン

チメートルの単独・無帽かつ、正面のもの。以下「自己の写真」という。） 

(2) 申請書に記載された氏名、生年月日、性別、本籍（外国人にあっては国籍。以下同

じ。）を(1)②の書類と照合して誤りがないこと。 

(3) 申請者の署名が、他の文字や線に重なっていないこと。 

(4) 納付額（2,600 円）に過不足がないこと。 

３ 受理後の処理 

受理窓口は、申請を受理したときは、e-Gov に申請書の情報その他必要事項の入力及び添

付書類の添付を行う。 

４ 本局への送達 

運輸支局又は海事事務所が申請を受理したときは、衛生管理者資格認定等窓口申請簿

（第１号様式。以下「窓口申請簿」という。）に受付年月日その他必要事項を記入の上、

収入印紙が貼付されている申請書又は納付書を直ちに当該運輸支局又は海事事務所を管轄

する本局へ送達すること。 

 

二 審査及び適任証書の作成 

審査及び適任証書（省令第２号様式）の作成は本局が行うものとし、船員システムにより処

理すること。 

１ 審査 

申請者情報に不備がないことを確認すること。 

また、申請者本人等により e-Govを通じて行われた申請については、申請者本人の自筆

の署名が記載された書類が添付されているか確認するとともに、一の２(1)の確認（①を除

く。）を行うこと。 

  なお、労働安全衛生法の規定による衛生管理者の資格を有する者で、船舶に乗り組んで２

年以上船内の衛生管理に関する業務に従事した経験を有する者については、衛生管理者の資

格取得以降に２年以上船内の衛生管理に関する業務に従事した経験を有することを確認す

ること。 

２ 適任証書の作成 

審査後、手数料の支払が確認できたときは、遅滞なく適任証書を作成すること。 

なお、収入印紙が貼付されている申請書又は納付書がある場合には、これに消印を行い、



その写しを船員システムにおいて添付すること。 

 

三 交付事務 

１ 適任証書の交付処理 

  本局は、二の処理後、遅滞なく交付処理を行わなければならない。 

２ 窓口における適任証書の交付 

 受理窓口は、e-Govから適任証書をダウンロードし、これを印刷した上で、本人又はそ

の代理人等に交付しなければならない。この場合において、運輸支局又は海事事務所に

あっては、窓口申請簿に適任証書番号及び手交年月日を記入すること。 

また、運輸支局又は海事事務所が適任証書を交付する場合は、本人又はその代理人等に

氏名、生年月日等の口頭確認等を行った上で交付すること。 

 

第二 適任証書の再交付 

一 窓口における再交付申請の受理 

１ 受理窓口 

再交付申請は、本局、運輸支局及び海事事務所で受理することができる。 

２ 申請書の受理 

  受理窓口は、次の事項に留意して受理しなければならない。 

(1) 次に掲げる提出書類がそろっていること。 

① 衛生管理者適任証書再交付申請書（省令第３号様式） 

 ② 船員手帳又は第一の一の２の(1)②に掲げる書類（旧姓の併記を希望する場合は、当

該旧姓が確認できるものに限る。） 

 ③ 原適任証書（紛失を理由とする場合又は電子証明書の場合は不要） 

④ 自己の写真 

(2) 申請書に記載された氏名、生年月日、性別、本籍を(1)②の書類と照合して誤りがない

こと。 

(3) 申請者の署名が、他の文字や線に重なっていないこと。 

(4) 納付額（2,250 円）に過不足がないこと。 

３ 受理後の処理等 

受理後の処理及び本局への送達については、第一の一の３及び４に準じて処理するこ

と。 

 

二 審査及び適任証書の作成 

   審査及び適任証書の作成は本局が行うものとし、船員システムにより処理すること。 

１ 審査 

再交付事由（記載事項の変更、写真の変更、紛失、毀損、その他）に応じ、申請者情報

及び添付書類によりその事実を確認する。また、申請者等により e-Govを通じて行われた

申請については、申請者本人の自筆の署名が記載された書類が添付されているか確認する

とともに、一の２(1)の確認（①を除く。）も行うこと。 

  ２ 適任証書の作成 



第一の二の２に準じて処理すること。 

 

三 再交付事務 

１ 原適任証書が電子証明書である場合 

原適任証書が電子証明書である場合の再交付については、第一の三に準じて処理するこ

と。 

２ 原適任証書を交付した本局（以下「交付本局」という。）が再交付を行う場合（原適任

証書が電子証明書である場合を除く） 

(1) 交付本局で保管する衛生管理者適任証書交付原簿（以下「原簿」という。）又は衛生

管理者適任証書受有者記録簿（以下「受有者記録簿」という。）と照合し、交付の事実を

確認する。 

(2) 受有者記録簿の備考欄には、交付年月日及び電子証明書を交付した旨を記入する。 

(3) 窓口において再交付申請の受理を行った場合は、提出された原適任証書に穿孔を施し

た上で、本人に還付する。なお、申請者本人の意思により、原適任証書の返納があった

場合には、当該原適任証書を廃棄する。 

(4) その他再交付申請に係る適任証書の再交付事務は、第一の三に準じて処理する。 

３ 交付本局以外の本局が再交付を行う場合（原適任証書が電子証明書である場合を除く） 

(1) 再交付局（再交付を行う交付本局以外の本局をいう。以下同じ。）は、交付本局に、

電話又はメール等により、申請者の氏名、生年月日、本籍、原適任証書番号、交付年月

日を照合する。 

(2) 交付本局は、原簿又は受有者記録簿により照会事項を確認の上、交付の事実を確認で

きた場合は、その旨再交付局に回答する。 

(3) 再交付局は、２(2)から(4)までに準じて再交付する。 

(4) 再交付局は、再交付後、交付本局に再交付年月日及び再交付事由を通報し、交付本局

では、受有者記録簿の備考欄に再交付年月日及び電子証明書を交付した旨を記入する。 

 

第三 適任証書の引替 

一 窓口における引替申請の受理 

１ 受理窓口 

船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令の一部を改正する省令（平成 23年国土

交通省令第 93号）附則第２条の規定による改正前の省令第２号様式の衛生管理者適任証書

（平成 23年 12月 31日以前に交付）からの引替申請は、本局、運輸支局及び海事事務所で

受理することができる。 

２ 申請書の受理 

  受理窓口は、次の事項に留意して受理しなければならない。 

(1) 次に掲げる提出書類がそろっていること。 

① 衛生管理者適任証書引替申請書（第２号様式） 

② 原適任証書 

③ 自己の写真 

   (2) 申請書に記載された氏名等と添付書類を照合し、氏名等の記載内容に不備がないか確



認すること。なお、手数料は無料である。 

   (3) 申請者の署名が、他の文字や線に重なっていないこと。 

３ 受理後の処理等 

受理後の処理及び本局への送達については、第一の一の３及び４に準じて処理するこ

と。 

 

二 審査及び適任証書の作成 

   審査及び適任証書の作成は本局が行うものとし、船員システムにより処理すること。 

１ 審査 

申請者情報に不備がないことを確認すること。 

また、申請者本人等により e-Gov を通じて行われた申請については、申請者本人の自筆

の署名が記載された書類が添付されているか確認するとともに、一の２(1)の確認（①を除

く。）を行うこと。 

  ２ 適任証書の作成 

審査後、遅滞なく適任証書を作成すること。 

 

 三 交付事務 

   交付本局及び交付本局以外の本局は、第二の三の２及び３に準じて処理すること。 

 

第四 申請書等の書類の保存期間は、次のとおりとする。 

衛生管理者適任証書交付原簿（正副）     永久 

衛生管理者適任証書受有者記録簿       永久 

衛生管理者資格認定等窓口申請簿          ３年 

衛生管理者資格認定申請書          ３年 

衛生管理者適任証書再交付申請書       ３年 

衛生管理者適任証書引替申請書        ３年 

申請に係る納付書               ３年 

 

 

附則 

（施行期日）  

１ この通達は、令和８年５月１８日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正前のⅧに掲げる衛生管理者認定申請受理簿、衛生管理者適任証書再交付申請受理簿、衛

生管理者試験受験申請受理簿、衛生管理者試験受験申請書及び添付物、衛生管理者試験の採点

表並びに筆記試験の答案の保存及び保存期間については、改正後の第四の規定にかかわらず、

なお従前の例とする。  



 

  

第１号様式（日本産業規格Ａ列４番） 



 

衛生管理者適任証書引替申請書 

   

（西暦）    年  月  日 

 

    殿 

 

 

   衛生管理者適任証書の引替を受けたいので、旧様式（船舶に乗り組む医師及び衛生管理

者に関する省令の一部を改正する省令（平成 23年国土交通省令第 93 号）附則第２条の規

定による改正前の省令第２号様式）の衛生管理者適任証書を添え下記のとおり申請します。 

 

１．申請者情報 

申 請 者 氏 名 姓： 名： 

（ ロ ー マ 字 ） Surname： Given name： 

  □ 旧姓併記を希望する 

  旧 姓  

  （ローマ字）  

生 年 月 日 年   月   日 

性 別 □ 男 □ 女 

住 所  

国 籍  

本籍（ローマ字）  

電 話 番 号  

E-mail アドレス         ＠ 

 

 

２．衛生管理者適任証書の番号 

 

 

 

３．申請者の署名（Signature） 

 

 

地方運輸局長 

運輸監理部長 

第２号様式（日本産業規格Ａ列４番） 


